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第１章 計画の基本的事項 

１ 背景・目的 

近年、特定健康診査及び後期高齢者に対する健康診査（以下「特定健診等」と

いう。）の実施や診療報酬明細書（以下「レセプト」という。）等の電子化の進展、

市町村国保、国保組合及び後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）

（以下「保険者等」という。）が健康や医療に関する情報を活用して被保険者の

健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤整備が進んでいる。 

 こうした中、平成 25年 6月 14日に閣議決定された「日本再興戦略」におい

て、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加

入者の健康保持増進のための事業計画の作成、公表、事業実施、評価等を求める

とともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」とされ、保険者は

レセプト等を活用した保健事業を推進することとされた。 

このような背景を踏まえ、保健事業の実施等に関する指針（厚生労働省告示）

（以下「国指針」という。）の一部改正等が行われ、保険者等は健康・医療情報

を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図

るための保健事業の実施計画（データヘルス計画）（以下「計画」という。）を策

定したうえで、保健事業の実施・評価・改善等を行うことが求められている。 

平成 27年 5月には「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険

法等の一部を改正する法律」が成立し、国民健康保険については、都道府県が財

政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業納付金の額の決定を行うとと

もに、保険者に参画して財政運営を都道府県単位化することとなったが、保健事

業などの医療費適正化の主な実施主体はこれまでどおり市町村が行うこととさ

れている。 

また、医療保険加入者の予防・健康づくりを進め、ひいては医療費の適正化を

進めるため、国民健康保険制度改革の中で公費による財政支援の拡充を行う一

環として、新たなインセンティブ制度である保険者努力支援制が創設されるこ

ととなった。 

荒尾市国民健康保険では、国指針に基づき、生活習慣病対策をはじめとする被

保険者の健康増進により、被保険者の QOL（Quality Of Life 生活の質）向上を図

るとともに、医療費の適正化及び保険者の財政基盤強化を図ることを目的とし、

平成 26年度から平成 29年度までを計画期間とした「第 1期保健事業実施計画

（データヘルス計画）」を策定し、保健事業の効果的な実施を進めてきた。 

今般、平成 30年度からの次期計画となる「第 2期保健事業実施計画（データ

ヘルス計画）」を策定し、更なる保健事業の推進を目指すものである。 
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２ 計画の位置付け（図表 1・2・3、参考資料 1） 

第 2 期保健事業の実施計画（データヘルス計画）とは、被保険者の健康の保

持増進に資すること及び医療費適正化を推進することを目的として、保険者等

が効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、特定健診等の結果、レセプト

データ等の健康・医療情報を活用して、ＰＤＣＡサイクルに沿って運用するもの

である。 

本計画は、健康増進法に基づく「基本的な方針」を踏まえるとともに、熊本県

及び本市の関連計画と相互に連携を図るものとする。 

具体的には、熊本県の健康増進計画や医療費適正化計画、荒尾市総合計画及び

総合計画に基づく事業計画である、荒尾市健康増進計画、荒尾市介護保険事業計

画等との相互連携を行っていくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 1】 

 

標準的な健診・保健指導プログラム「30年度版」より抜粋 
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標準的な健診・保健指導プログラム「30年度版」より抜粋 

【図表 2】 

 

【図表 3】 
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３ 計画期間 

計画期間については、保健事業実施指針第４の５において、「特定健康診査等

実施計画や健康増進計画との整合性を踏まえ、複数年とすること」としているこ

とや、厚生労働省が作成した手引書において他の保健医療関係の法定計画との

整合性を考慮するとしており、特定健診・特定保健指導実施計画や、熊本県にお

ける医療費適正化計画や医療計画が、平成 30年度から平成 35年度までを次期

計画期間としていることから、これらとの整合性を図る観点から、計画期間を平

成 30年度から平成 35年度の 6年間とする。 

 

４ 実施主体が果たすべき役割と関係者との連携（図表 4） 

（１）実施主体（所管課及び関係部署）の役割 

荒尾市においては、国民健康保険及び住民の健康保持増進に関する事業の主

管課である健康生活課が主体となりデータヘルス計画を策定する。主管課にお

いては、保健師等の専門職と国民健康保険担当事務職が連携し、計画策定を進

めていく。 

また、高齢者医療部局（健康生活課高齢者医療係）、介護保険部局（高齢者

支援課）等とも連携を図り、市町村一体となって計画の策定及び効果的な事業

の実施に努めるものとする。 

さらに、計画期間を通じてＰＤＣＡサイクルに沿った確実な計画運用ができ

るよう、担当者・チームの業務を明確化・標準化するとともに、担当者の異動

等による変更の際には、経過等を含めて確実に引継ぎを行う等、事業の実施を

担保する体制整備にも努める。 

 

（２）外部有識者等との連携 

計画の実効性を高めるためには、策定から評価までの一連のプロセスにおい

て、外部有識者等との連携・協力が重要となる。 

外部有識者等とは、医師会、歯科医師会、薬剤師会等の保健医療関係者のほ

か、国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）及び国保連に設置さ

れる支援・評価委員会等のことをいう。 

保健医療関係者等は、被保険者の健康の保持増進に関わる当事者としての立

場と、専門的見地を有する第三者としての立場の両方を有する。第 2期データ

ヘルス計画の策定及び実施・評価にあたっては、医師会、歯科医師会、薬剤師

会の代表者が参画している「第 2期データヘルス計画に関する検討会」をはじ

めとした意見交換等の機会を活用し、健康課題を共有するとともに、課題解決
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に向けた取組を相互連携して進めていくよう努める。 

国保連に設置された支援・評価委員会は、委員の幅広い専門的知見を活用し、

保険者等への支援等を積極的に行うことが期待される。 

国保連は、保険者である市町村の共同連合体として、データヘルス計画策定

の際の健診データやレセプトデータ等による課題抽出や、事業実施後の評価分

析などにおいて、KDBの活用によってデータ分析や技術支援を行っており、保

険者等の職員向け研修の充実に努めることも期待される。 

都道府県は、平成 30年度から市町村国保の財政責任の運営主体となり共同

保険者となることから、特に市町村国保の保険者機能の強化については、都道

府県の関与が更に重要となる。このため、本計画素案等について熊本県関係課

と意見交換を行う等、県との連携にも努める。 

また、転職や加齢等による被保険者の往来が多いことから、他の医療保険者

との連携・協力（具体的には、健康・医療情報の分析結果の共有、保険者事業

の連携等）に努めることが重要であり、保険者協議会等を活用し、情報連携の

体制作りに努めるものとする。 

 

（３）被保険者の参画 

データヘルス計画は、被保険者の健康の保持増進が最終的な目的であり、そ

の実効性を高める上では、被保険者自身が健康状態を理解して主体的に積極的

に取り組むことが重要である。 

このため、荒尾市国民健康保険では、国保運営協議会における被保険者代表

との意見交換や、地域における健康教室の機会等を利用した健診の受診勧奨等、

地域資源の活用等を積極的に行い、被保険者へのきめ細かい情報発信に努め、

自身の健康状態への気づきを促すための取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 4】 
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５ 保険者努力支援制度（図表 5） 

医療費適正化や健康づくりに取り組む自治体等へのインセンティブ制度とし

て、国は、新たに保険者努力支援制度を創設し、保険者の積極的な保健事業への

取組を推進している。市町村国保に対しては、特別調整交付金の一部を活用し、

平成 28年度から前倒しで実施されている。（平成 30年度から本格実施） 

保険者努力支援制度の評価指標については、毎年の実績や実施状況を見なが

ら進化発展させることとされており、現在は、糖尿病等の重症化予防や保険料収

納率の実施状況を高く評価する仕組みとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜保険者努力支援制度における獲得点数等＞           【図表 5】 
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第２章 現状分析及び第１期計画の評価と考察 

１ 地域の特性（同規模保険者、熊本県・国との比較） 

 第１期計画の評価と第 2 期計画に向けた課題抽出のため、国保データベース

システム（以下、「KDBシステム」と言う。）等を活用し現状把握を行った。 

 

（１）地域の人口構成等（図表 6、7、参考資料２） 

 本市の人口は、平成 25年度は 55,081人で、高齢化率（65歳以上人口の割合）

28.5％、国民健康保険の被保険者数は 15,322 人であったのに対し、平成 27 年

度においては、人口 53,407人、高齢化率 32.5％となっており、総人口は減少し

ているものの、高齢化率は大幅に上昇しており、同規模平均（人口 5 万人から

10万人の 264自治体）24.1％と比較しても高く、3人に 1人は高齢者という状

況である。 

平均寿命は男性 79.2歳、女性 86.3歳と同規模平均、国とはほぼ同等ながら、

熊本県と比較すると短い。また、健康寿命については、男性 65.0歳、女性 66.3

歳と同規模平均、国、熊本県とほぼ同等である。 

産業構成率では、熊本県においては第 1 次産業の割合が国と比較すると高く

なっているが、本市においては、第 2 次産業の割合がやや高く、第 3 次産業の

割合がやや低いものの、国とほぼ同等の構成率となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※図表等の  部分は説明文において参照している部分。 は前年比等で上昇、 は前年比等 

 で減少を示している。 

＜荒尾市の人口と保険者数等＞                  【図表 6】 

＜KDBシステムによる産業構造等の H28集計値＞         【図表 7】 
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（２）死因の状況（図表 8） 

 本市の標準化死亡比（SMR）は、男性は 102.9と同規模平均（100）、国（100）、

熊本県（94.7）と比較しても高い。女性は 99.2と同規模平均（100.9）、国（100）

よりは低いものの熊本県（92.8）と比較すると高い状態である。 

また、死因の割合を見ると、「悪性新生物」の割合が最も高く 46.7％、次に心

臓病 29.6％、脳疾患 13.8％となっており、上位３疾患で約 90％を占める。この

上位３疾患のうち心臓病については、国、熊本県の割合より高く、平成 25年度

の割合から上昇している。また、自殺の割合についても 4. 5％と同規模平均、

国、熊本県と比較すると高く、平成 25年度の割合より上昇している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）国保の状況（図表 9、10、11） 

 本市の人口に占める国保加入者の割合は 24.8％で、国・熊本県と比較すると

低く、平成 25 年度の加入者の割合（27.8％）から減少となっている。しかし、

被保険者に占める 65 歳以上の高齢者の割合は平成 25 年度 40.0％から平成 28

年度 47.2％と増加しており、国や熊本県と比較しても高い。 

また、被保険者の保険税軽減対象者の推移を見ると、被保険者の低所得化が進

んでいるという状況がわかり、保険財政を維持する上で必要な保険税収入が低

くなる一方、高齢化や医療の高度化により 1 人当たりの医療費の額は国や県の

平均値を大きく上回っている。 

入院と外来の医療費（レセプト）の割合を見てみると、件数では、外来 96.1％、

入院 3.9％と外来レセプトの件数割合が 9 割以上であるが、費用の割合を見る

と、外来 54.2％、入院 45.8％であり、入院は少ない件数で多くの医療費がかか

っていることがわかる。 

＜標準化死亡比及び死亡の状況 H25-28（KDBシステム集計値）＞     【図表 8】 
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＜KDBシステム集計値 H25-28 国保の状況＞             【図表 9】 

＜国保税軽減世帯数の推移（H22-27）＞               【図表 10】 

＜入院と入院外の件数・費用額の割合の比較（KDBシステム H28集計値）＞ 【図表 11】 

％ 

％ 

％ 

％ 
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（４）医療の状況と医療費水準（図表 12、13、参考資料２、３） 

 医療の状況を確認すると、人口 1,000 人当たりの医療機関数、病床数の割合

は国、熊本県、同規模平均より高く、これに伴い患者数も入院、外来ともに多い。 

また、1 人当たりの医療費も平成 28 年度 33,364 円で国 24,253 円、熊本県

27,978円と比較すると高い状況である。 

ただし、KDB システムでは地域の年齢構成等が考慮されない集計であり、高

齢化率が高いという本市の特性を考慮した上で医療費水準を確認するため、同

規模自治体（人口 5万人から 10万人の自治体）のうち本市と同水準の高齢化率

の自治体における１人当たりの医療費比較を行ったところ、同規模 264 自治体

のうち高齢化率 32％～33％の 14自治体中 1位であった。 

また、年齢構成等を考慮した標準化医療費の確認も行ったところ、県内 14市

においては 1 位の水俣市に次ぐ第 2 位の医療費水準（参考資料３の「入院＋入

院外＋調剤の合計」の地域差指数による比較）となっており、本市は、年齢構成

等を考慮しても医療費水準が高い状態であることが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜医療の状況（KDBシステム集計値 H25-28＞              【図表 12】 

＜1人当たり医療費の同規模比較（KDBシステム H28集計値）＞      【図表 13】 
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（５）介護保険認定率、給付費等の状況（図表 14） 

本市の介護保険の状況は 1号認定者が 21.9％、2号認定者が 0.4％と同規模平

均（1号：20.2％、2号：0.4％）、国（1号：21.2％、2号：0.4％）、熊本県（1

号：23.3％、2号：0.4％）と同水準であった。 

また、介護保険の給付費については、1件当たり給付費（全体）56,093円で、

平成 25 年度の 60,192 円と比較すると減少しており、国（58,349 円）、熊本県

平均（61,022 円）よりも低い。内訳を見ると、居宅サービスについては、同規

模平均、国、熊本県とほぼ同等であるが、施設サービス（286,652円）について

は、平成 25年度より減少しており、熊本県（291,281円）より低いが、同規模

平均（278,146円）、国（281,115円）よりも高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 健康・医療情報の分析 

（１）特定健診受診、特定保健指導状況（図表 15、16、17） 

 本市の平成 28 年度における特定健康診査の受診率（法定報告値）は 32.4％

で、同規模平均、国、熊本県のいずれも下回っている。 

 男女別の特定健診受診率を見ると、全年齢層において男性よりも女性の受診

率が高い。また、年齢別に見ると、60 歳以上の年齢層に比べ、40 歳代、50 歳

代の受診率は低く、特に 40歳代男性は 2割以下となっており、働く世代の受診

率が低い状況である。 

＜介護保険の状況 H25-28（KDBシステム集計値）＞             【図表 14】 
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 平成 28年度の特定保健指導の実施率（法定報告値）は 43.1％であり、平成 20

年度の制度開始以来、初めて目標実施率を達成できた。熊本県平均 42.4％も上

回り、平成 25年度（実施率 16.5％）と比較しても大きく上昇したものの、熊本

県内ではまだまだ下位の状況である。 

 特定健診の受診率を見ると、対象者の約 7 割が健康状態未把握と依然として

多い状況であり、まずは健康状態の把握を行うことで、保健指導等のフォローの

必要性を判別し、フォローが必要な人に対する確実なアプローチを行っていく

ことが喫緊の課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定健診受診率の推移
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（２）未受診者の状況（図表 18、19） 

 本市の平成 28年度の特定健診受診者は、40歳から 64歳で 23.9％、65歳か

ら 74歳までで 37.7％となっており、若い世代については、特定健診未受診で医

療機関での治療も無い、健康状態不明者の割合が 35.4％と高くなっている。 

 65 歳から 74 歳までの特定健診未受診者については、治療は行っているが、

特定健診は未受診という人の割合が 48.6％と高い。治療中の特定健診未受診者

は、40歳から 64歳までの未受診者と合せると、4,485名（45.6％）と非常に多

いという状況である。 

 また、生活習慣病治療費 1 人当たりの状況では、特定健診受診者 6,620 円に

対し、未受診者 36,192円と大きく開いている。 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 18】 

＜特定健診受診者数等（H28法定報告値）＞           【図表 16】 

＜特定保健指導実施率等（H28法定報告値）          【図表 17】 
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（３）健診結果の分析（図表 20、21、22） 

 生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積が関与しており、肥満に加え、高血糖、

高血圧等が重複した場合には、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病性腎症等の発

症リスクが高くなる。 

 本市における特定健診受診者の結果を分析すると、メタボリックシンドロー

ム該当者の割合は、同規模平均や国、熊本県とほぼ同レベルであるが、メタボリ

ックシンドローム予備群の割合が高いことが特徴と言え、該当者・予備軍ともに

平成 25年度の割合から上昇している。 

 この他にも、有所見者割合の高い項目や年代を見ると、腹囲、血圧、脂質の項

目で国や熊本県の平均値を上回っており、40 歳から 64 歳までの若い世代にお

いても比較的高い割合となっていることが分かった。若い世代の受診率を向上

させ、早期に血管疾患を予防することに加え、メタボリックシンドロームの該当

者のみならず、予備群も減少させるための保健指導への取組が課題である。 

 また、本市の特定健診受診者の結果情報を、生活習慣病が重症化した疾患であ

る脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病性腎症について、各学会のガイドラインに

基づき階層化（図表 19参照）すると、重症化予防のための受診勧奨、保健指導

の対象となる者が 1,018人（受診者全体の 30.7％）存在し、このうち 4割以上

＜特定健診の受診者と未受診者（KDBシステム H28集計値）      【図表 19】 
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が治療中で、特定保健指導の対象とならないことから、特定保健指導のみならず、

重症化予防の対象となった者への保健指導等によるフォローも大変重要となる。 

 重症化予防の取組については、医療との連携が不可欠であり、受診勧奨のため

の保健指導後に医療機関の受診に繋がったのか、治療確認後も治療が中断され

ていないか等、KDBシステムやレセプト情報等による定期的な状態把握を行い、

管理台帳の活用による疾病管理が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特定健診結果の比較 H25-28（KDBシステムによる集計値）     【図表 20】 

H28健診結果 【図表 21】 
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（４）介護の分析（図表 23、24） 

 本市の 1 号被保険者の 21.9％が要介護認定を受けており、そのうち 75 歳以

上では 36.7％の認定率である。 

 介護認定者の血管疾患の有病率を見ると 95.9％であり、筋・骨格疾患よりも

高い割合となっている。これらの基礎疾患である、糖尿病、高血圧、脂質異常症

は様々な合併症を引き起こし、重症化すると身体機能の低下にも繋がることか

ら、介護予防の観点からも生活習慣病の重症化予防は重要な課題である。 

 また、介護認定者１人当たりの医療費は、認定を受けていない人の医療費より

3,760円も高く、全ての疾病において、国、熊本県を上回る有病率である。 

＜H28健診結果から見る重症化予防対象者＞              【図表 22】 
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＜要介護（支援）認定者の有病状況（KDBシステム H28集計値）＞      【図表 24】 

＜H28健診・レセプト・介護情報の突合（KDBシステム集計値）＞    【図表 23】 

※ 要介護認定者の医療費が１人当たり 3,760円高い！ 

※ 全ての疾病で、同規模平均、国、熊本県を上回っている。 
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（５）医療（レセプト）の分析（図表 25） 

 ①最大医療資源傷病名による各疾病の医療費に占める割合 

 KDBシステムによる最大医療資源傷病名（調剤含む）による集計によると、荒

尾市国保の医療費に占める割合で一番高いのは精神疾患（24.8％）であり、国、

県の状況と比較すると、精神疾患の割合が高くなっている。 

続いて、がん（22.6％）、筋・骨格（14.4％）の順となっているが、この他、

生活習慣病である糖尿病（9.0％）、慢性腎不全（8.6％）、高血圧症（7.9％）、脂

質異常症（5.2％）を合せると 67.7％となり、予防可能な疾患であるがんや生活

習慣病の割合は過半数を占めることとなる。 

※最大医療資源傷病名とは、レセプトに記載された傷病名のうち最も費用を要した傷病名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜最大医療資源傷病名による平成 28年度医療費の割合（荒尾市・国・県）＞    【図表 25】 

※KDBシステムにおける疾病割合の端数処理の都合上、各疾病割合の合計が 100％とならない場合がある。 
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②高額レセプトの件数と要因（図表 26、27） 

 医療費の負担額が大きい疾患、将来的に医療費の負担が増大すると予測され

る疾患について、予防可能な疾患かどうかを見極めるため、高額レセプトの件数

や疾病傾向について分析した。5万点以上の高額レセプトの総医療費に占める割

合は、12ヶ月平均で 31.8％であり、その中でも 60歳以上の被保険者の入院医

療費が特に大きな割合を占めている。 

 高額レセプトとなっている疾病を患者数で見ると、前立腺癌等のその他悪性

新生物、骨折、関節症が上位 3位となっており、続いて腎不全や脳梗塞、虚血性

心疾患があがっている。生活習慣病関連の疾患が多くあがっており、特に腎不全

は 1 人当たりの医療費も非常に高い。この他、悪性新生物や脳梗塞、虚血性心

疾患の 1 人当たりの医療費も高いことから、今後、高齢化が更に進む中、生活

習慣病が重症化した疾患の割合を少しでも減らしていくことが、医療費の抑制

に繋がっていくと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜高額（５万点以上)レセプトの件数及び割合、年齢階層別医療費＞   【図表 26】 

国保レセプトデータ（医科・調剤）集計期間：平成 28年 3月～平成 29年 2月診療分 
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＜高額（５万点以上)レセプト発生患者の疾病傾向（患者数順）＞   【図表 27】 

国保レセプトデータ（医科・調剤）集計期間：平成 28年 3月～平成 29年 2月診療分 
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 ③大分類による疾病医療費統計 

 １）全体（図表 28） 

  対象期間の主病名による統計によると、大分類の医療費総計では新生物の

医療費の割合が最も高く 13.4％、続いて循環器系の疾患 13.2％、精神及び行

動の障害 12.2％となっている。患者数では呼吸器系の疾患 7,580 人、消化器

系の疾患 7,463人、循環器系の疾患 6,275人の順となっている。 

  患者一人あたりの医療費は精神及び行動の障害 384,201 円、周産期に発生

した病態 277,419円、新生物 207,977円、循環器系の疾患 118,357円の順と

なっている。 

  循環器系の疾患については、総医療費、患者数、患者一人当たり医療費の全

てにおいて高い順位となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大分類による統計（全体）＞                    【図表 28】 

国保レセプトデータ（医科・調剤）集計期間：平成 28年 3月～平成 29年 2月診療分 
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 ２）入院・入院外（図表 29） 

  総医療費の合計は、入院 25億 3,855万 5千円、入院外 30億 7,671万 9,110

円となっており、入院外の総医療費の方が高額となっている。 

入院、入院外の医療費に占める割合の高い順に見ると、入院医療費では、精

神及び行動の障害 19.8％、新生物 16.3％、循環器系の疾患 13.0％の順となっ

ている。入院外医療費では、内分泌、栄養及び代謝疾患 15.0％、循環器系の疾

患 13.4％、新生物 11.0％の順となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大分類による統計（入院・入院外）               【図表 29】 

国保レセプトデータ（医科・調剤）集計期間：平成 28年 3月～平成 29年 2月診療分 
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 ３）男性・女性（図表 30） 

  男女別での医療費に占める割合では、男性は、新生物 16.2％、精神及び行

動の障害 13.3％、循環器系の疾患 13.2％の順で高くなっており、女性は、循

環器系の疾患 13.2％、筋骨格系及び結合組織の疾患 11.8％、精神及び行動の

障害 11.0％の順となっている。 

  医療費に占める割合の疾病構成については男女ともほぼ同じであるが、女

性で筋骨格系及び結合組織の疾患の割合が高いことと、男性の新生物にかか

る医療費が高いことが特徴である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大分類による統計（男性・女性）＞                 【図表 30】 

国保レセプトデータ（医科・調剤）集計期間：平成 28年 3月～平成 29年 2月診療分 
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 ４）年代別（図表 31） 

  年代別の医療費を見ると、相対的には 60歳以上の医療費が高額となってお

り、高齢期に入るほどに多くの医療費がかかっていることがわかる。 

また、多くの年代で医療費の割合が高い疾病は、精神及び行動の障害と循環

器系の疾患であり、全体としての総医療費の割合のみならず、若年者を含む幅

広い年齢層で医療費がかかっている状況である。 

  精神及び行動の障害については、未成年の医療費の中でも高い割合であり、

40歳以上となってから大幅に上昇している。循環器系の疾患については、60

歳以上となってから飛躍的に上昇している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国保レセプトデータ（医科・調剤）集計期間：平成 28年 3月～平成 29年 2月診療分 

＜大分類による統計（年代別）＞                     【図表 31】 
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 ④中分類医療費及び患者数 

医療費又は患者数に占める割合が高い大分類による疾病を、中分類別に医療

費、患者数及び 1人当たりの医療費にて集計した。 

 １）新生物（図表 32） 

  新生物の医療費では、その他悪性新生物の医療費総計が高く、全体の 5 番

目に高くなっている。患者一人当たりの医療費では、直腸 S 状結腸移行部及

び直腸の悪性新生物が全体の 2番目に高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）内分泌、栄養及び代謝疾患（図表 33） 

 総医療費に占める割合では、糖尿病が 3 位、脂質異常症が 9 位と高くなっ

ている。また、脂質異常症については患者数が全体の 5位と高くなっている。

患者一人当たりの医療費についての順位はいずれも高くない。 

 

 

 

 

 

 

 

 
国保レセプトデータ（医科・調剤）集計期間：平成 28年 3月～平成 29年 2月診療分 

＜中分類による統計（新生物）＞                 【図表 32】 

＜中分類による統計（内分泌、栄養及び代謝疾患）＞        【図表 33】 

国保レセプトデータ（医科・調剤）集計期間：平成 28年 3月～平成 29年 2月診療分 
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３）精神及び行動の障害（図表 34） 

 統合失調症、統合失調症型障害、及び妄想性障害の医療費が、総医療費に占

める割合、患者一人当たりの医療費ともに１位と高くなっている。患者一人当

たりの医療費については、血管性及び詳細不明の認知症についても８位と高く

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）循環器系の疾患（図表 35） 

 高血圧性疾患が全体の 2 位、その他心疾患の割合が全体の 8 位と高くなっ

ている。高血圧性疾患については患者数も 1位と多い状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国保レセプトデータ（医科・調剤）集計期間：平成 28年 3月～平成 29年 2月診療分 

国保レセプトデータ（医科・調剤）集計期間：平成 28年 3月～平成 29年 2月診療分 

＜中分類による統計（精神及び行動の障害）＞          【図表 34】 

＜中分類による統計（循環器系の疾患）＞            【図表 35】 
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５）腎尿路生殖器系の疾患（図表 36） 

 腎不全が総医療費に占める割合（4 位）、患者一人当たりの医療費（3 位）と

もに高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（６）ジェネリック医薬品普及率（図表 37、38） 

  本市におけるジェネリック医薬品の普及率について、厚生労働省が集計し

た保険薬局で処方されたジェネリック医薬品の普及率（数量ベース）での集計

値平均は、平成 28年度 61.2％となっており、県平均よりかなり低い。 

しかし、国保レセプトデータにおける集計値の平均は、平成 28年度 69.5％

となっており、厚生労働省集計の熊本県の平均値とほぼ同等である。 

 

 ①厚生労働省集計の本市及び熊本県の平均値（各年度 4-3月） 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

国保レセプトデータ（医科・調剤）集計期間：平成 28年 3月～平成 29年 2月診療分 

＜中分類による統計（尿路生殖器系の疾患）＞         【図表 36】 

【図表 37】 
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②荒尾市国保のレセプトデータによる集計値（数量ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）医療機関受診状況の把握（図表 39） 

 医療機関への過度な受診を示す、重複、頻回受診者の状況は、平成 28年 3月

から平成 29年 2月までの 12ヶ月間で、実人数で重複受診者（1ヶ月間に同系

の疾病にて 3 医療機関以上受診している者）104 人、頻回受診者（1 ヶ月間に

12日以上の受診が確認された者）466人、重複服薬者（１カ月間に同系の医薬

品が複数の医療機関で処方され、同系医薬品の日数合計が 60日を超える者）303

人であった。 

これらの対象者に対しては、これまでも、専門職の訪問等による健康相談を行

い、適正な受療行動に繋げるための助言等を行ってきたところであるが、今後も

継続的に適正な医療機関の受診を促すための取組が必要である。 

 

 

 

【図表 38】 

国保レセプトデータ（医科・調剤）集計期間：平成 28年 3月～平成 29年 2月診療分 

12ヶ月平均の普及割合 69.5％ 

※ジェネリック医薬品普及割合（D）＝（C）／（（A）＋（C）） 
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（８）糖尿病性腎症の状況（図表 40、41） 

 国が重症化予防の分野で着目している糖尿病性腎症について、糖尿病性腎症

が重症化して起こる「慢性腎不全」による人工透析のレセプト情報（平成 28年

3月から平成 29年 2月診療分）を確認した。 

疾病名から判断した人工透析患者57人のうち、「糖尿病性腎症 Ⅱ型糖尿病」

が 36 人、「腎硬化症」及び「本態性高血圧」が 2 人と生活習慣病を起因とする

疾病から人工透析に至った可能性が高い患者が 38人と過半数を占めている。 

（レセプト情報に「腎不全」や「慢性腎不全」のみの疾病名しかない場合等他疾

＜重複・頻回受診者、重複服薬者の人数＞             【図表 39】 

国保レセプトデータ（医科・調剤）集計期間：平成 28年 3月～平成 29年 2月診療分 
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患の情報が無い者については起因不明としている。） 

 また、糖尿病治療においては、歯科や眼科の治療状況の確認も必要となるが、

糖尿病患者の歯科治療の有無について、平成 28年度のレセプト情報を分析した

ところ、糖尿病治療者の半数以上は歯科治療が無く、4割以上が歯科受診も健診

受診もしていないことがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜人工透析に至った起因＞                       【図表 40】 

＜糖尿病治療者と歯科治療・特定健診の状況＞             【図表 41】 

平成 28年度のレセプト情報を保険者データヘルス支援システムにより集計 



31 

 

３ 第 1期計画に係る評価及び考察 

（１）第 1期計画に掲げた目標の達成状況 

①第 1期計画における短期的目標の達成状況（図表 42、43） 

糖尿病、高血圧、脂質異常症の減少 

  平成 25年度と平成 28年度のレセプトデータ及び健診データを KDBシステ

ムにより比較すると、被保険者 1,000人当たりの糖尿病、高血圧、脂質異常

症の患者数について、被保険者 1,000 人当たりの患者数は増加傾向にある

が、新規患者数については減少傾向にあることが確認された。 

 

メタボ予備群等の減少 

特定健診受診者におけるメタボ該当者及び予備群の割合は、該当者、予備群

ともに平成 25 年度よりも平成 28 年度の方が高い割合となっており、生活

習慣病のリスク保有者は増加しているという状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KDBシステム 

「医療費分析（１）細小分類」年度累計、「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」年度累計 

KDBシステム 

「医療費分析（１）細小分類」年度累計、「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」年度累計 

＜被保険者 1,000人当たりの高血圧症、脂質異常症、糖尿病患者数＞   【図表 42】 

＜被保険者 1,000人当たりの高血圧症、脂質異常症、糖尿病の新規患者数＞ 【図表 43】 
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②第 1期計画における中長期的目標の達成状況（図表 44、45） 

特定健診受診率、特定保健指導実施率 40％以上 

特定健診受診率は、平成 25年度法定報告値 32.5％であったのに対し平成

28年度法定報告値が 32.4％と横ばい状態であり、目標とする 40％以上の達

成には至らなかった。特定保健指導については、目標値である 40％以上を達

成し、43.1％となった。 

 

入院医療費の伸び率を国並みとする 

1人当たりの入院医療費の伸び率について、KDBシステムにおける平成 28

年度の前年度比の伸び率を見ると、国の平均値は 100.6％と増加していたの

に対し、荒尾市国保では 95.8％と減少していた。伸び率については国平均を

下回ったものと考えるが、1人当たり医療費は国平均 9,677円に対し荒尾市

国保は 15,281円となっており、約 1.5倍となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 44】 
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中長期的疾患（虚血性心疾患、脳血管疾患、人工透析）について 

   中長期的疾患を持つ患者の生活習慣病との重なりを見ると、他の生活習

慣病の関連疾患を併せ持つ人の割合が、平成 25年度の状況よりも増えてい

ることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜虚血性心疾患、脳血管疾患、人工透析と他の生活習慣病との重なり＞【図表 45】 
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（２）第 1期計画に係る評価と考察 

 ①第１期計画の評価 

  中長期的目標で掲げていた入院医療費の伸び率は減少傾向にあり、新規の

人工透析患者数は平成 28 年度に前年比の約半数まで減少したことが確認さ

れ、この結果を見ると、保健事業における発症及び重症化予防の取組には一定

の成果があったと評価する。（図表 44） 

しかし、依然として特定健診受診率や特定保健指導の実施率は低い水準にあ

り、健診受診者の中でもメタボ該当者及びメタボ予備群等生活習慣病の重症化

リスクを保有する者も増加傾向にあることや、患者一人当たりの医療費は被保

険者の年齢構成を考慮しても県内において高い水準にあるのが現状である。 

 

 ②第２期に向けた考察 

  本市国保の１人当たりの医療費は、年齢構成等を考慮しても県内や同規模

自治体と比較して高い水準にあるが、平成 30年度から始まる国保事業費納付

金の制度において、医療費水準の高い自治体の負担が大きくなることから、医

療費支出の伸びを押さえることは大きな課題である。 

総医療費に占める疾病割合においては、全国的傾向と同様、「悪性新生物」、

「精神疾患」、「生活習慣病」の割合が高いが、「精神疾患」の割合が１番高い

というのが本市国保の特徴であり、疾病の中分類を見ると「精神疾患」では「統

合失調症」、「悪性新生物」では「前立腺癌等」、「生活習慣病」では「慢性腎不

全」の割合が高く、いずれも患者 1人当たりの医療費が非常に高額で、これら

疾病に係る医療費の伸びの抑制が、全体の伸びの抑制に繋がると推察する。 

保健事業で取り組むべき課題については、統合失調症等の「精神疾患」は保

健事業での予防が困難な疾病である反面、「悪性新生物」及び「生活習慣病」

は予防の効果が期待できる点や、「悪性新生物」及び「生活習慣病」は、関連

疾病を合計すると医療費支出の大半を占めている点から、第１期の方針を堅持

し、生活習慣病へのアプローチにより、重症化する患者を 1人でも減らすこと

で、被保険者の健康増進と医療費適正化に繋げていく必要がある。 

  生活習慣病のアプローチにおいては、特定健診の受診者を増やし、重症化予

防のための保健指導を確実に実施する必要があるが、本市の特定健診受診率

及び特定保健指導実施率は県内で低い順位にある。また、受診者に占めるメタ

ボ該当者やメタボ予備軍の割合は上昇傾向にあり、生活習慣病治療歴があっ

ても治療中断等によりコントロール不良となっている者も多い。 

このため、保険者のみならず、かかりつけ医等の医療機関関係者をはじめと

した関係団体との連携を密にし、受診率の向上等、保健事業の効果を上げてい

くため、相互連携した取組が大変重要となる。 
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第３章 第２期における健康課題と目標設定 

１ 第 2期計画における健康課題の明確化 

第２章における現状分析及び第１期計画の評価と考察から、第２期の計画期

間において、保健事業で取り組むべき健康課題を以下のとおりとした。 

 

健康課題① 特定健診受診率、特定保健指導実施率が低く、自身の健 

康状態への気付きの機会を逃している人が多い。 

 

特定健診受診率が 30％台であり、平成 28年度に特定保健指導実施率は 40％

を超えたが、県内１４市の中では低い順位である。 

自身の健康状態を知る機会を逃したままでいる人が多く、未受診者の中には生

活習慣病重症化の恐れがある人も多くいることが懸念される。 

 

健康課題② メタボ予備群及びメタボ該当者等のリスク保有者が多い 

 

 特定健診受診者におけるメタボリックシンドロームの該当者及び予備群は増

加傾向にあり、国や熊本県の状況と比較しても対象者の割合が高い。 

 特定保健指導の利用者は増加しているが、県内における実施率はまだまだ低

く、生活習慣病の発症及び重症化のリスクを保有している人が多いと思われる。 

 

 健康課題③ 生活習慣病治療歴があってもコントロール不良となって

いる方が多く存在する。 

 

生活習慣病の治療歴がある人でも、治療の中断や、生活管理がうまく出来てい

ないことにより、高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の検査値のコントロールが不

良となっている人の割合が高い。病状が重症化すると、人工透析等の患者が増え

る可能性があり、本人自身の QOL低下のみならず医療費の上昇にも繋がる。 

 

健康課題④ 高額レセプトにおける腎不全、虚血性心疾患、脳血管疾 

患の患者数が多く、１人当たりの医療費も高い。 

 

生活習慣病が重症化して起こる疾病が、高額レセプトの中でも高い割合を占

めている。要介護者の生活習慣病有病率も国・県の平均等と比較して高く、生活

習慣病の重症化が医療費や介護給付費を押し上げる要因の１つとなっている。 
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２ 健康課題の解消に向けた基本方針及び目標の設定 

（１）基本方針 

 被保険者一人ひとりが自身の健康状態を把握し、必要な生活習慣の改善や、適

正に医療を受けることにより、生活習慣病の発症及び重症化を予防する。結果と

して健康寿命を延伸し、医療費の伸びを抑制する。 

 

（２）成果目標（中長期的及び短期的目標） 

 ①中長期的な目標の設定 

 これまでの健診・医療情報を分析した結果、医療費が高額となる疾患、6か月

以上の長期入院となる疾患、人工透析となる疾患及び介護認定者の有病状況の

多い疾患である「脳血管疾患」、「虚血性心疾患」、「糖尿病性腎症」を減らしてい

くことを目標とし、3つの疾患について、各年度において前年度比での新規患者

を減少させることを目標とする。また、3年後の平成 32年度に進捗管理のため

の中間評価を行い、必要に応じて設定目標等の見直しを行う。 

 今後、高齢化が進展すること、また、年齢が高くなるほど、脳、心臓、腎臓の

3つの臓器の血管も傷んでくることを考えると、医療費そのものを抑えることは

厳しいことから、医療費の伸びを抑えることを目標とする。 

県内においても、高齢化の進展により、今後、県全体での医療費水準も上がる

ことが予想されるが、保健事業の効果的な実施により、「生活習慣病」の発症及

び重症化予防を行い医療費の伸びを抑制することで、計画の最終年度には患者 1

人当たり医療費の額が熊本県の平均並みとなることを目指す。 

  

 

 

目 標 指 標 現状値 ※ 

脳血管疾患を発症する人の減少 

（前年度比減少の継続） 

脳血管疾患新規患者数 3.49人 

虚血性心疾患を発症する人の減少 

（前年度比減少の継続） 

虚血性心疾患新規患者数 4.04人 

慢性腎臓病を重症化させる人の減少

（前年度比減少の継続） 

①糖尿病性腎症新規患者数 

②人工透析新規患者数 

①1.02人 

②6.4人 

１人当たり医療費の伸びの抑制 

（平成 35年度までに熊本県平均 

並みとなることを目指す） 

①患者１人当たりの医療費 

（入院、入院外） 

②国保納付金算定に係る医療費 

指数 

①33,364円／月 

（入院＋入院外） 

②未確定 

※現状値は、KDBシステム「医療費分析（１）細小分類」平成 28年度累計における被保険者 

1,000人当たりの患者数。 
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 ②短期的な目標の設定 

 「脳血管疾患」、「虚血性心疾患」、「糖尿病性腎症」の血管変化における共通の

リスクとなる、「高血圧」、「脂質異常症」、「糖尿病」、メタボリックシンドローム

等を減らしていくことを目指し、まずは、自身の健康状態を把握する人を増加さ

せていくことを目標とする。 

 健康状態を把握できる人を増やすことで、「生活習慣病」の疑いのある未治療

者や、「生活習慣病」のコントロール不良者等、重症化のリスクを持った人を減

らすことに繋げ、計画最終年度における中長期的目標の達成を目指す。 

 なお、短期的目標は年度毎に目標値を設定し、計画期間における各年度終了後

に目標の達成状況を評価する。 

 

目 標 指 標 目標値 

（平成 30年度） 

現状値 ※ 

特定健診を受診

し自分の健康状

態を把握する人

の増加 

①特定健診受診率 

②特定健診継続受診率 

③特定保健指導実施率 

①40％以上 

②80％以上 

③55％以上 

①32.4％ 

②73.7％ 

③43.1％ 

生活習慣病の疑

いのある人及び

生活習慣病未治

療者の減少 

①メタボ該当者及び予備群の割合 

②特定健診受診者のうち生活習慣病

重症化予防対象者にしめる未治療

者の割合 

②-1糖尿病：HbA1c6.5％以上 

②-2高血圧：Ⅱ度高血圧以上 

②-3脂質異常症：LDLコレステロール

180 ㎎/dl 以上、又は中性脂肪

300mg/dl以上 

① 

メタボ該当者及び

メタボ予備群の前

年比減少 

②-1～3 

対象者のうち未

治療者の割合の

前年比減少 

①メタボ該当者 

17.7％ 

メタボ予備群 

14.1％ 

②-1 12.3％ 

②-2 20.0％ 

③-3 37.9％ 

生活習慣病 

コントロール不

良者の減少 

特定健診受診者で、治療中の者のうち

健診結果が次の基準に該当する者の

割合 

①糖尿病：HbA1c7.0％以上 

②高血圧：上記②-2と同じ 

③脂質異常症：上記②-3と同じ 

①～③ 

特定健診受診者

のうち、治療中

の重症化予防対

象者の割合の前

年比減少 

①47.4％ 

②13.6％ 

③1.0％ 

 

 

 

  

※現状値は、特定健診の法廷報告値及び特定健診結果情報の集計値 

（特定健診結果情報の集計は KDBシステム、あなみツール等を活用） 
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第４章 第２期データヘルス計画期間における保健事業 

１ 保健事業の実効性の担保 

保健事業の実施に当たっては、生活習慣病の発症及び重症化を予防し、医療費の

適性化に繋げていくことに重点を置き、以下に掲げる事業を相互に連携させながら、計

画に掲げる目標達成に向け、確実に事業を実施していく。 

なお、今回のデータヘルス計画は、第３期特定健診・特定保健指導実施計画及び医

療費適正化計画を包含したものであるため、特定健診・特定保健指導及び医療費適正

化に係る取組については、第４章「特定健診・特定保健指導の実施(法定義務)」及び

第５章「医療費適正化に係る取組」において詳細な実施方法等を示すものとする。 

 

２ 保健事業の実施体制 

 データヘルス計画に掲げる保健事業の実施は、国保・後期高齢者医療部門、保健部

門を所管する健康生活課を実施主体とし、関係部署と連携して実施するものとする。 

保健事業を確実かつ効果的に実施するため、予算等を含め事業の運営状況を定

期的に管理できる体制作りに努める。 

また、保健指導等の実施のための専門職の適正な配置や、指導に当たる専門職

の指導技能や KDB 等を活用したデータ分析等の資質向上を図るため、国保連が

実施する研修会等に積極的に参加し、人材確保と実施体制の整備に繋げていく。 

この他、保健事業の効果的な実施に当たり、庁内外の関係機関との連携体制の

構築を進め、情報や目的意識の向上にも努める。 

 

３ 健康課題に対応した保健事業  健康課題に対応した保健事業を、以下の４つの取組に大別する。 

 

（１）特定健診・特定保健指導に関する取組 

（２）生活習慣病の重症化予防に関する取組 

（３）医療費適正化に関する取組 

（４）その他の保健事業 

 

各保健事業の実施に当たっては、年度毎に成果目標や実施スケジュール等の

計画を行い、事業実施後は、「第７章 計画の評価・見直し」に示す評価方法、

評価指標に沿って事業評価を行うものとする。 
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（１）特定健診・特定保健指導に関する取組 

事業目的 生活習慣病の発症及び重症化予防 

実施内容 ・特定健康診査及び特定保健指導の実施 

・特定健診受診率向上のための特定健診未受診者対策 

・特定保健指導の利用率向上のための特定 

保健指導未利用者対策 

・特定健診継続受診対策 

対象者 40歳から 74歳までの国民健康保険被保険者 

実施量評価指標 

（アウトプット） 

・特定健診未受診者対策における訪問、電話、文書等の勧 

奨実施率 

・特定保健指導未利用者対策における訪問等による利用 

勧奨実施率 

実施成果評価指標 

（アウトカム） 

・特定健診受診率 

・特定保健指導実施率 

・特定健診継続受診率 

 詳細な内容については「第５章 特定健診・特定保健指導の実施（法定義務）」

において、第３期特定健診・特定保健指導実施計画として具体的取組内容を示し

ており、内容については第５章に準ずるものとする。 

 

（２）生活習慣病の重症化予防に関する取組 

 ①糖尿病性腎症重症化予防 

事業目的 糖尿病性腎症重症化予防のための保健指導等の実施によ

る人工透析等への移行防止 

実施内容 ・特定健康診査や治療における検査データ等から医療機

関への受診勧奨や保健指導の対象となった者への訪問、

電話等による保健指導 

・糖尿病連携手帳や健康栄養相談連絡票等を活用した医

療機関と行政専門職双方からのフォロー 

対象者 ①40 歳から 74 歳までの国民健康保険被保険者で健診結

果等が以下の基準値を満たす者 

・2型糖尿病（HbA1c6.5％以上または空腹時血糖 126mg/dl

以上）の判定値となっている。 

・尿蛋白（＋）以上又は e-GFR60未満となっている。 

・レセプト情報で糖尿病の診断が無い、又は治療中断して
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いる。 

②上記以外の被保険者で健診データやレセプトデータ等

により腎症と診断されたもの及び腎症が疑われる者 

実施量評価指標 

（アウトプット） 

・対象者への受診勧奨、保健指導の実施率 

・医療機関と連携しフォローを行った件数 

実施成果評価指標 

（アウトカム） 

・対象者の糖尿病性腎症病期分類ステージの維持、改善の 

前年比率 

・受診勧奨による治療開始率 

・新規人工透析患者数の前年比率 

・人工透析に係る医療費の推移 

  

②生活習慣病重症化予防（血圧・血糖・脂質） 

事業目的 高血圧、糖尿病、脂質異常症の重症化予防のための保健指

導等の実施による脳血管疾患、虚血性心疾患等の発症防止 

実施内容 ・特定健康診査や治療における検査データ等から医療機

関への受診勧奨や保健指導の対象となった者への訪問、

電話等による保健指導 

・糖尿病連携手帳や健康栄養相談連絡票等を活用した医

療機関と行政専門職双方からのフォロー 

対象者 40 歳から 74 歳までの国民健康保険被保険者で特定健診

の結果等が以下の基準値のいずれかを満たす者 

・血圧：160／100mmHg以上 

・HbA1c：6.5％以上（治療中は、7.0以上） 

・LDLコレステロール 180mg／dl以上 

・中性脂肪 300mg／dl以上 

・e-GFR：50未満（70歳以上は 40未満） 

・尿蛋白：（2+）以上 

実施量評価指標 

（アウトプット） 

・対象者への受診勧奨及び保健指導の実施率 

・医療機関と連携しフォローを行った件数 

実施成果評価指標 

（アウトカム） 

・対象者の特定健診等の結果の経年比較 

・受診勧奨による治療開始率 

・虚血性心疾患、脳血管疾患、新規人工透析患者数の前年 

比率 

・虚血性心疾患、脳血管疾患、人工透析に係る医療費の推 

 移 
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（３）医療費適正化に関する取組 

事業目的 ・医療費適正化に関する各種取組を行うことで、被保険者

の QOL向上を図り、医療費適正化に繋げる。 

実施内容 ・ジェネリック医薬品の利用差額通知 

・重複、頻回受診、重複服薬者に対する訪問指導 

・レセプト点検の充実、資格管理 

・第三者行為求償事務 

・医療費通知 

対象者 ・ジェネリック医薬品への切替効果額が 500 円以上見込

める者（ジェネリック医薬品利用差額通知） 

・重複、頻回受診や重複服薬の受療行動のある者 

・交通事故による治療を受けている者 

実施量評価指標 

（アウトプット） 

・ジェネリック医薬利用差額通知件数 

・重複頻回受診者、重複服薬者への訪問指導実施率 

・医療費通知送付件数 

実施成果評価指標 

（アウトカム） 

・ジェネリック医薬品普及率の前年比率 

・重複、頻回受診、重複服薬者の受療行動改善率及び訪問

指導後の医療費の減少率 

 詳細な内容ついては「第６章 医療費適正化に関する取組」において医療費適

正化計画として具体的取組内容を示しており、内容については第６章に準ずる

ものとする。 

 

（４）その他の保健事業 

 ①がん検診等受診率の向上 

事業目的 医療費支出の中でも高い割合を占める悪性新生物等の発

症予防に努め住民の健康の保持増進を図る 

実施内容 胃がん検診、ピロリ菌検査、肺がん・結核検診、大腸がん

検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、肝炎ウィルス検査、

骨粗鬆症検診の実施 

（検査項目の追加等は平成 30年度以降に更に検討予定） 

対象者 ・胃がん検診、ピロリ菌検査、肺がん・結核検診、大腸が

ん検診、：40歳以上の住民 

・乳がん検診：40歳以上の住民（女性） 

・子宮頸がん検診：20歳以上の住民（女性） 
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・肝炎ウィルス検査：40歳以上で肝炎ウィルス検査を受 

けたことが無い住民 

・骨粗鬆症検診：40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65

歳、70歳の住民 

実施量評価指標 

（アウトプット） 

がん検診等の受診勧奨実施率 

実施成果評価指標 

（アウトカム） 

がん検診等の受診率 

 

 ②若年者への健康診査 

事業目的 生活習慣病の発症及び重症化予防、特定健診の対象となる

前の年齢からの健診の定期受診の習慣付けに関する啓発 

実施内容 特定健診と同様の検査の実施及び生活習慣病重症化予防

のための保健指導 

対象者 20歳から 39歳までの国民健康保被保険者 

実施量評価指標 

（アウトプット） 

・若年者健診受診券の発行数 

・受診勧奨の実施数 

実施成果評価指標 

（アウトカム） 

若年者健診受診率 

 

 ③歯周病予防対策 

事業目的 糖尿病等の生活習慣病との関連も深い歯周疾患を予防す

ることにより生活習慣病の重症化予防に繋げる 

実施内容 ・広報誌やリーフレット配付等による歯周疾患予防に関 

する啓発 

・歯周疾患健診実施の検討 

対象者 国民健康保険被保険者 

（歯周疾患健診に関しては平成 30年度以降に検討） 

実施量評価指標 

（アウトプット） 

歯周疾患健診の実施を検討していくに当たり平成 30年度

に目標や指標を検討する。 

実施成果評価指標 

（アウトカム） 

 

 ④被保険者の健康増進に関する各種啓発 

事業目的 ポピュレーションアプローチとして生活習慣病の重症化

により医療費や介護費等社会保障費の増大に繋がってい
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る実態や健康の保持増進への意義等を広く住民に周知す

ることにより住民自身の主体的な健康増進に繋げる 

実施内容 健康教室、健康相談、健診事業の PR等各種啓発を行う 

対象者 国民健康保険被保険者 

（住民対象のがん検診等については加入している健康保

険に限らず荒尾市民が対象） 

実施量評価指標 

（アウトプット） 

各種啓発の実施回数 

実施成果評価指標 

（アウトカム） 

特定健診受診率 

特定保健指導実施率 

がん検診受診率 

生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症）の新規患者数

の推移 

 

４．関係機関との連携体制  第２期データヘルス計画に関する検討会及び国民健康保険運営行議会におい
て、計画の実施状況や評価に関する意見交換等を行うことにより、関係機関と課

題や目標を共有することによる効果的な事業実施を図る。 

また、第２期データヘルス計画に関する検討会に参画いただいている三師会

との連携を中心に、相互連携を図りながら保健事業を推進する。 

 

関係機関の名称等 連携内容 

荒尾市医師会 ・医療機関による特定健診・保健指導の利用勧奨 

・行政専門職と連携した生活習慣病の重症化予防のための保健指導 

・生活習慣病重症化予防に係るかかりつけ医・専門医及び行政との

連携に関するガイドラインの協議 

荒尾市歯科医師会 ・歯周疾患健診等の検討、市との協議 

・糖尿病性腎症重症化予防における多職種連携 

・特定健診・保健指導の啓発 

荒尾市薬剤師会 ・糖尿病性腎症重症化予防における多職種連携 

・特定健診・保健指導の啓発 

その他関係団体等 ・地区の代表者への受診勧奨への協力依頼 

（行政協力員、民生委員など） 

・農業、商工団体における受診勧奨への協力依頼 

（JA、商工会議所など） 
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第５章 特定健診・特定保健指導の実施(法定義務) 

 

１ 第三期特定健診等実施計画について 

 医療保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第 19条において、実施計画

を定めるものとされている。 

 なお、第一期及び第二期は 5 年を一期としていたが、医療費適正化計画等が

見直されたことを踏まえ、第三期（平成 30年度以降）からは 6年一期とし、デ

ータヘルス計画と一体的に策定する。 

 

２ 目標値の設定（図表 46） 

※特定健診については各年度継続率 80％以上も目標とする。 

３ 対象者の見込み（図表 47） 

※特定健診の平成 28年度の対象者数 9,811人をベースに、平成 24年度から平

成 28年度までの対象者増減数の平均（△190人）を加味して算出。 

※特定保健指導対象者数は平成 24年度から平成 28年度の対象者数の平均値に

特定健診受診率の上昇率に応じた人数を加算して算出。 

 

４ 特定健診の実施 

（１）実施方法 

 健診については、特定健診実施機関に委託する。集団健診については、がん検

診との複合健診形式で実施しており、業務の仕様への対応が可能な委託先を年

度毎に選定し実施するものとする。 

個別健診については、荒尾市内の保険医療機関において実施し、医師会加入の

医療機関については、荒尾市医師会にて取りまとめを行い、一括して契約を行う。 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

特定健診受診率 ※ 40％ 45％ 50％ 55％ 60％ 60％ 

特定保健指導実施率 55％ 60％ 65％ 70％ 70％ 70％ 

  平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

特定健診 対象者数 9,811人 9,621人 9,431人 9,241人 9,051人 8,861人 

受診者数 3,925人 4,330人 4,716人 5,083人 5,431人 5,317人 

特定 

保健指導 

対象者数 410人 442人 476人 518人 562人 542人 

実施者数 226人 266人 310人 363人 394人 380人 

【図表 46】 

【図表 47】 
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（２）特定健診委託基準 

 高齢者の医療の確保に関する法律第 28条、及び実施基準第 16条第 1項に基

づき、具体的に委託できる者の基準については厚生労働大臣の告示において定

められている。 

 

（３）健診実施機関リスト 

 特定健診実施機関については、健診のお知らせ、広報誌、荒尾市のホームペー

ジに掲載する。 

  

（４）特定健診実施項目 

 内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための特定保健指導を必要とす

る人を抽出する国が定めた項目に加え、追加の検査（HbA1c・血清クレアチニン・

尿酸、尿潜血）を実施する。また、血中脂質検査のうち LDL コレステロールに

ついては、中性脂肪が 400mg/dl 以上又は食後採血の場合は non-HDL コレステ

ロールの測定に変えられる。(実施基準第 1条 4項) 

 

（５）実施時期 

 集団健診については、春期（5月～6月）と秋期（10月～11月）に分けて実

施し、個別健診は 5月から 12月末までの期間に実施する。 

 

（６）医療機関との適切な連携 

 治療中であっても特定健診の受診対象者であることから、かかりつけ医から

本人へ健診の受診勧奨を行うよう、医療機関へ十分な説明を実施する。 

 また、本人同意のもとで、保険者が診療における検査データの提供を受け、特

定健診結果のデータとして円滑に活用できるよう、かかりつけ医の協力及び連

携を行う。 

 

（７）代行機関 

 特定健診に係る費用の請求・支払の代行は、熊本県国民健康保険団体連合会に

事務処理を委託する。 

 

（８）健診の案内方法・健診実施スケジュール（図表 48） 

 実施率を高めるためには、対象者に認知してもらうことが不可欠であること

から、受診の案内の送付に関わらず、医療保険者として加入者に対する基本的な

周知広報活動について、どのように行う予定なのか記載する。 
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【図表 48】 

糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導の実践スケジュール（計画・実践・評価）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 

課
題
設
定
と
計
画
Ｐ

実

践

ス

ケ

ジ

ュ
ー

ル

Ｄ

① 未受診者対策 ② 特定健診 ③ 健診結果 ④ 保健指導

○健診を受けやすい体制整備

○継続受診者数の増加

○健診を受けやすい体制整備

○継続受診者数の増加

○集団健診結果説明会の内容充実

○医療機関における情報提供の内容

充実

○特定保健指導実施率の向上

○重症化（虚血性心疾患、脳血管疾患）予防

のための保健指導実施

○若年者健診受診者の保健指導実施

未受診者

訪問

集団結果説明会

特定保健

指導

重症化予防

訪問

早期介入

保健指導

集団健診

集団健診 個別健診

若年者健診

健康教室等で周知

集団結果説明会

当初受診券発送

複合健診申込

電話

勧奨

電話

勧奨

評

価

C

改

善

A

電話

勧奨

電話

勧奨

★各年度の11月頃に前年度の法定報告値が確定。次年度の計画立てを兼ねて前年度の結果と当年度の実施状況に

ついて評価し、必要に応じた改善策を検討する。

新規加入者

受診券発送

毎月中旬

（5月～11月）

【参考】 平成２８年度健診結果
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５ 特定保健指導の実施 

 特定保健指導の実施については、健診機関への委託及び保健部門と連携した

保険者直接実施の形態で実施する。 

 

（１）健診から保健指導実施の流れ（図表 49） 

 「標準的な健診・保健指導のプログラム(平成 30 年版)」様式 5-5 をもとに、

健診結果から保健指導対象者の明確化、保健指導計画の策定・実践評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 49】 
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（２）要保健指導対象者数の見込み、選定と優先順位・支援方法（図表 50） 

 

 

優先 

順位 

様式 

6-10 
保健指導レベル 支援方法 

平成 35年度 

対象者数見込 

（対象者割合） 

平成 35年度 

目標実施率 

１ 
Ｏ 

Ｐ 

特定保健指導 

Ｏ：動機付け支援 

Ｐ：積極的支援 

◆対象者の特徴に応じた行動変

容を促す保健指導の実施 

◆行動目標・計画の策定 

◆健診結果により、必要に応じ

て受診勧奨を行う 

497人 70％ 

２ Ｍ 
情報提供（受診必

要） 

◆医療機関を受診する必要性に

ついて通知・説明 

◆適切な生活改善や受診行動が

自分で選択できるよう支援 

8,923人 

（7.6％） 

HbA1c6.1以

上については 

100％ 

３ Ｄ 健診未受診者 

◆特定健診の受診勧奨 

（例：健診受診の重要性の普及

啓発、訪問、電話、文書による

受診勧奨） 

5,090人 

※受診率目標 

達成まであ

と 2,440人 

100％ 

４ Ｎ 情報提供 

◆健診結果の見方について通

知・説明 
370人 

（8.2％） 

100％ 

５ Ｉ 情報提供 

◆かかりつけ医と保健指導実施

者との連携 

◆学習教材の共同使用 

◆医療機関における診療報酬上

の生活習慣病管理料、栄養食

事指導料の積極的活用 

◆治療中断者対策及び未受診者

対策としてのレセプトと健診

データの突合・分析 

3,605人 

（79.8％） 

100％ 

※（ ）内の対象者割合は平成 28年度の健診結果から算出 

 

【図表 50】 
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（３）生活習慣病予防のための健診・保健指導の実践スケジュール（図表 48） 

 目標に向かっての進捗状況管理とＰＤＣＡサイクルで実践していくため、年間

実施スケジュールを作成する。 

 

６ 受診率（実施率）向上のための取組 

（１）特定健診未受診者対策 

  訪問、電話、文書、広報・啓発の方法により特定健診の受診勧奨を実施する。 

前年度以前の健診結果等を参考とし、受診の必要度に応じて、保健師等の専

門職が自宅等を訪問する訪問勧奨、専門職又は事務職が電話により受診の案内

等を行う電話勧奨、健診受診のお知らせ等文書を送付することによる文書勧奨

に対象者を区分し、個別のアプローチを図る。 

また、広報誌や国保だより、ホームページ等を利用した広報活動、荒尾市健

康 PR 隊を活用した健康福祉まつり等による PR と言った啓発を行い、特定健

診受診の必要性を周知するとともに、対象者の健診受診に繋げる。 

  健診未受診者の中には生活習慣病の治療中の人が多いため、かかりつけ医

と連携し、医療機関からの受診勧奨や特定健診の必須項目を充足した検査デ

ータの提供により、受診率の向上を図る。 

 

（２）特定保健指導未利用者対策 

  集団健診受診者には、健診会場において、メタボ予備軍や特定保健指導に該

当する可能性がある者に対し、保有リスクと特定保健指導内容の個別説明を

保健師等の専門職が面談形式にて行う。 

集団健診の結果、特定保健指導の対象となった者には電話にて利用勧奨及び

面談予約を行う。初回面接は健診結果説明会と同日に別室にて実施する。 

  個別健診受診者には、医療機関と連携し健診結果説明時に特定保健指導の

対象者への利用勧奨及び行政専門職による面談予約を行う。後日、特定保健指

導対象者を訪問し、利用勧奨及び初回面談を行う。集団健診受診者においても、

委託先による特定保健指導の実施に至らなかった者には、個別訪問や電話連

絡を行い、特定保健指導の利用に繋げる。 

 

（３）特定健診継続受診対策 

  特定健診会場や健診結果説明会等において、医師、保健師等の専門職から継

続受診の必要性について啓発を行うことや、特定健診受診キャンペーン等に

より年１回の健診受診についてのインセンティブを付与することで継続受診

を促す。 
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７ 個人情報の保護 

（１）基本的な考え方 

 特定健康診査・特定保健指導で得られる健康情報の取り扱いについては、個人

情報の保護に関する法律及び荒尾市個人情報保護条例を踏まえた対応を行う。 

 また、特定健康診査を外部委託する際は、個人情報の厳重な管理や、目的外使

用の禁止等を契約書に定めるとともに、委託先の契約状況を管理する等、適切な

対応を行うものとする。 

 

（２）特定健診・保健指導の記録の管理について 

 特定健康診査・特定保健指導の記録の管理は、特定健康診査等データ管理シス

テムで行う。 

 

８ 結果の報告 

 実績報告については、特定健診データ管理システムから実績報告用データを

作成し、健診実施年度の翌年度 11月 1日までに報告する。 

 

 

９ 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 高齢者の医療の確保に関する法律第 19条第 3項（保険者は、特定健康診査等

実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅延なく、これを公表しなければ

ならない）に基づく計画は、荒尾市ホームページ等への掲載により公表、周知す

る。 
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第６章 医療費適正化に関する取組 

 

１ 医療費適正化計画について 

  医療費に要する費用が著しく多額であるものと認める市町村（以下「高医

療費市町村」という。）については、平成２８年３月１７日付け国高第１０９

０号の熊本県通知にて「高医療費市町村に対する助言実施要領」に基づき、医

療費適正化計画の策定と計画に基づく施策の実施が必要であるとされている。 

 医療費適正化計画においても、データに基づく現状分析や課題の抽出等、デ

ータヘルス計画における保健事業の実施と密接に関わるものであり、平成30年

度からの計画においては、特定健診・特定保健指導実施計画と併せ、データヘ

ルス計画と一体的に策定するものとする。 

 このため、計画期間についてはデータヘルス計画に準じ、平成30年度から平

成35年度までの6年間とする。 

 

２ 医療費適正化のための取組と重点目標 

 医療費適正化のための重点目標については、データヘルス計画に準じるもの

とし、データヘルス計画の中長期的目標及び短期的目標の達成のほか、各実施

事業においても可能な限り目標設定を行い、取組を進めていく。 

 

（１）ジェネリック医薬品の使用促進 

 ジェネリック医薬品利用差額通知の実施や、ジェネリック医薬品希望カード

の配付等を通じて、被保険者への啓発を実施するとともに、国保における使用

状況等の情報を医療機関の関係者と共有し、利用の促進を図る。 

 ジェネリック医薬品の利用促進は、保険者努力支援制度における評価項目の

１つとされていることから、評価項目における加点を目指し、前年比5％以上

の上昇（使用率80％以上となった場合は80％以上の維持）を目標とする。 

 

（２）重複・頻回受診者、重複服薬者に対する訪問指導 

 レセプト情報による受診実績において、重複受診、頻回受診、重複服薬等の

状況が確認された者に対し、訪問により療養上、生活上の助言等を実施し、適

正な受診行動に繋げることにより、QOLの向上と医療費適正化を図る。 

 対象者への訪問指導については、実施率100％、対象者の訪問後（3ヵ月後）

の医療費支出額10％以上の減少を目標とする。 
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（３）レセプト点検、資格管理の充実 

 縦覧点検等セレプトの内容点検による給付管理や、被用者保険等に加入した

場合の保険間異動の届出勧奨、後期高齢者医療制度の周知等による適正な資格

管理を行い、医療費の適正支出に努める。 

 レセプト点検については、対象レセプトの点検率100％を目標とし、確実な

実施を行うほか、点検効果額を前年比から上昇させることを目指す。 

 また、細やかな相談体制により、手続きの円滑化やレセプト点検員の資質向

上にも努める。 

 

（４）第三者行為求償事務 

交通事故等の第三者行為により負傷した場合の届出勧奨や、レセプト点検に

よる疑い傷病の確認を行い、確実な届出を促す。求償事務においては、レセプ

ト確認により抽出した、第三者行為による傷病の疑いがある者への定期的な照

会を行う等第三者事案の発見にも努め、照会した対象者に関する負傷原因把握

率100％、届出が必要な方の届出率80％以上を目標とし、求償事務を委託して

いる国保連とも連携し、国保で立替えている医療費の確実な回収に努める。 

また、交通事故等による案件については、届出に関する書類や記載内容が複

雑であり、事故当事者双方の過失割合等が求償額に影響するため、研修の参加

等により職員の事務の向上を図り、円滑な届出に繋げるとともに、第三者求償

アドバイザーを活用し、求償困難ケースの解消等に努める。 

 

（５）医療費通知 

診療月ごとの通知５項目（受診年月、受診者名、入院・外来・歯科・薬局等

の別、入院・通院日数、医療費の額）について、全受診世帯を対象とした医療

費通知を定期的に送付（年４回）し、医療費の適正支出への啓発に努める。 

 

３ 個人情報の保護 

業務遂行に必要な個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する

法律及び荒尾市個人情報保護条例を踏まえた対応を行う。 

 また、業務を外部委託する際は、個人情報の厳重な管理や、目的外使用の禁止

等を契約書に定めるとともに、委託先の契約状況を管理する。 

 

４ 医療費適正化計画の公表・周知 

荒尾市ホームページ等への掲載により公表、周知する。 
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第７章 地域包括ケアに係る取組 

 

１ 地域で被保険者を支える連携の促進 

 「団塊の世代がより高齢になり死亡者数がピークを迎える 2040年に向け、急

増し変化するニーズに対応するため、限られた人材と財源を前提として、いかに

して、要介護リスクが高まる年齢を後ろ倒しにできるか、すなわち、「予防」を

積極的に推進し需要を抑制できるかが重要になる。」と地域包括ケア研究会の報

告書が公表された。 

 重度の要介護状態となる原因として、生活習慣病の重症化によるものが多く

を占めている。要介護になる原因疾患の内脳血管疾患、糖尿病性腎症による人工

透析等、生活習慣病の重症化に起因するものは予防可能であり、国保加入者の重

症化予防を推進することが要介護認定者の減少、市民一人ひとりの健康寿命の

延伸につながる。要介護状態により地域で暮らせなくなる人を少しでも減らし

ていくためには、要介護に至った背景を分析し、それを踏まえ KDB・レセプトデ

ータを活用したハイリスク者を抽出して保健指導を実施するという重症化予防

の取組は、介護予防の取組としても捉える事ができる。 

国保では被保険者のうち、65歳以上高齢者の割合が高く、医療費に占める前

期高齢者に係る医療費の割合も過半数という状況である。このような状況に鑑

みれば、高齢者が地域で元気に暮らし、医療サービスをできるだけ必要としない

ようにするための対策は国保にとっても市町村にとっても非常に重要である。 

 高齢期は個人差の大きい年代であり、高齢者の特性を踏まえ、個人の状況に応

じた包括的な支援に繋げて行くためには、医療･介護・保健・福祉など各種サー

ビスが相まって高齢者を支える地域包括ケアの構築が必要となる。かかりつけ

医や薬剤師、ケアマネージャー、ホームヘルパー等の地域の医療・介護・保健・

福祉サービスの関係者とのネットワークや情報共有の仕組みによる地域包括ケ

アの構築が、地域で元気に暮らしていく市民を増やしていくことに繋がる。 

 本市国保においては、第７期荒尾市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（計

画期間：平成 30年から平成 32年）に基づき、介護保険所管課（高齢者支援課）

が実施する各種事業と相互に連携し取り組んでいくものとする。 

 

２ 課題を抱える被保険者層の分析、評価 

 KDB システム等を活用し、医療と介護の双方の観点からの情報分析を行い、

得られた分析結果や課題を関係者間で共有し、評価に努める。 
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【参考】 

第６期荒尾市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（平成 27 年度～平成 29

年度）における地域包括ケア推進のための重点施策 

 

（１）生涯現役社会の実現と多様な担い手による支援体制の構築・活用 

①生活支援の担い手としての元気高齢者の活用 

②介護予防・生活支援サービスの提供体制の充実 

 

（２）認知症になっても安心して暮らせる体制の構築 

①認知症サポーターの養成及び活動活性化 

②認知症地域支援推進員の配置及び認知症初期集中支援の実施 

③認知症医療・介護連携のための意見交換の場づくり 

④成年後見制度の利用促進に向けた取り組みの推進 

 

（３）切れ目のない医療・介護連携体制の構築 

①医療と介護をはじめとした地域の多職種連携体制の構築 

②地域包括支援センターの人員体制の強化 

③地域ケア会議の充実 

 

（４）住民の希望、地域の実情に応じた多様な住まい・サービス基盤の整備・

活用 

①早急な対応が必要な方への対応 

②在宅での介護力を引き上げるサービス提供体制の構築等 

③良質なサービスを提供する高齢者向け住まいの確保 

④高齢者の住まいの確保 
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第８章 計画の評価・見直し 

 

１ 評価の時期 

計画の見直しは、3 年後の平成 32 年度に進捗確認のための中間評価を行う。 

また、計画の最終年度の平成 35年度においては、次の期の計画の策定を円滑

に行うための総合評価を実施する。 

 

２ 評価方法・体制 

保険者は、健診・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効

率的な保健事業の実施を図ることが求められており、保険者努力支援制度にお

いても４つの指標での評価が求められている。（図表 51） 

評価に当たっては、KDBシステムやレセプトデータを活用し、実施主体（健康

生活課）の専門職と事務職が相互連携して行う。 

また、実施事業については、年度毎に評価を行うものとし、各年度終了後に行

う実施主体における評価のほか、第２期データヘルス計画に関する検討会や国

保運営協議会において、評価内容に関する報告及び意見交換を行うものとする。 

加えて、国保連に設置している保健事業支援・評価委員会を活用し、評価委員

からの助言・指導を受けるものとする。 

 

＜評価における 4つの指標＞ 

ストラクチャー 

(保健事業実施のための体制・

システムを整えているか) 

・事業の運営状況を定期的に管理できる体制を整

備しているか。（予算等も含む） 

・保健指導実施のための専門職の配置 

・KDB活用環境の確保 

プロセス 

（保健事業の実施過程） 

・保健指導等の手順・教材はそろっているか 

・必要なデータは入手できているか。 

・スケジュールどおり行われているか。 

アウトプット 

（保健事業の実施量） 

・特定健診受診率、特定保健指導率 

・計画した保健事業を実施したか。 

・保健指導実施数、受診勧奨実施数など 

アウトカム 

（成果） 

・設定した目標に達することができたか 

（検査データの変化、医療費の変化、糖尿病等生活

習慣病の有病者の変化、要介護率など） 

【図表 51】 



56 

 

第９章 計画の公表・周知及び個人情報の取扱い 

 

１ 計画の公表・周知 

計画は、被保険者や保健医療関係者等が容易に知りえるべきものとすること

が重要であり、このため、国指針において公表するものとされている。 

本市においては、ホームページや国保だよりを通じた周知のほか、三師会等の

関係団体を通じて医療機関等への周知も図るものとする。 

また、健康教室等の機会を活用し、被保険者一人ひとりにも本計画の意義が伝

わるよう、細やかな周知に努める。 

 

２ 個人情報の取扱い 

個人情報の保護に関する各種法令・ガイドライン及び荒尾市個人情報保護条

例に基づき、庁内等での利用、外部委託事業者への業務委託等の各場面で、その

保有する個人情報の適切な取り扱いが確保されるよう措置を講じる。 
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